
№ 箇所 意見の内容（概要） 意見数 意見に対する県の考え方（対応方針）

1 P13
第２章
２「第１次消費
者基本計画」の
達成状況

・第１次計画の数値目標に対し、センター設置
率・相談員配置の目標は達しています。これは
広域相談体制によるものが多くを占めていま
す。広域連携においては様々な形があり、「自
治体間の情報共有」「相談員がいない自治体の
消費者行政後退」等課題も多く、形を作っただ
けでは機能的な運営ができるとは限りません。
効果的な運営が進むよう検証し、県として課題
解決の支援をしていく必要があります。

1 【記述済み】
第３章 ２重点施策に、重点施策１「相談体

制の充実と連携の強化」を掲げ、第３章３施策
の展開 基本方針３消費者被害の防止と救済
（１）「県と市町村の連携による相談体制の充
実」に記述しているとおり、県と市町村相談窓
口等の連携強化と情報共有等を進めながら、県
として課題解決の支援をしていきます。

2 P13
第２章
２「第１次消費
者基本計画」の
達成状況

・市町村の消費者行政担当職員はほとんどが他
の業務と兼務で、一人体制のところも多くあり
ます。相談員のいない窓口は職員の役割が重要
です。市町村の消費者相談窓口の強化は、消費
者被害の未然・拡大防止のために重要です。

1 【記述済み】
第３章 ３施策の展開 基本方針３消費者被

害の防止と救済（１）「県と市町村の連携によ
る相談体制の充実」に記述しているとおり、市
町村の消費者行政担当職員への研修や窓口対応
への県民生活センターのサポート等市町村の消
費者相談窓口の強化を実施していきます。

3 P13
第２章
２「第１次消費
者基本計画」の
達成状況

・消費者安全確保地域協議会の設置目標１０
０％に対して、設置済みは約半数にとどまって
います。設置には地域の理解の促進、特に福祉
部署との連携を作っていくことが必要です。

1 【記述済み】
第３章 ３施策の展開 基本方針３消費者被

害の防止と救済（２）「見守り体制の構築およ
び見守り活動の促進」に記述しているとおり、
関係機関と連携し「見守りネットワーク（消費
者安全確保地域協議会を含む）」の設置を進め
ていきます。

4 P29
第３章
３施策の展開
基本方針３
（１）ア

・地域で活動する消費生活協力員については、
委嘱と研修の実施だけで終わるのではなく、各
市町村行政との連携、活動の場の提供など、具
体的な活動に結びつく計画を出してください。

1 【その他】
「消費生活協力員委嘱要領」を定め具体的な

役割を明確にするとともに、活動の連携につい
て市町村に働きかけを行います。また、研修の
実施や随時、消費生活に関する情報を提供する
ことにより、消費生活協力員の具体的な活動を
支援していきます。

5 P29
第３章
３施策の展開
基本方針３
（１）イ

・市町村の相談件数は増加傾向にあり、相談窓
口の周知が一定進んでいると思われます。更な
る周知が必要ですが、市町村の担当部署は消費
者行政担当部署とはわかりにくいところも多く
あります。消費生活センターや各市町村の相談
窓口の県民への周知が進むよう、県としても取
り組んでください。

1 【記述済み】
第３章 ３施策の展開 基本方針３消費者被

害の防止と救済（１）「県と市町村の連携によ
る相談体制の充実」に記述しているとおり、市
町村の相談窓口について積極的に周知していき
ます。
　

6 P29
第３章
３施策の展開
基本方針３
（１）ウ

・山梨県内では、消費生活相談の広域相談体制
が進められています。広域連携において工夫が
見られますが、様々な連携の形があり、長所も
短所もあり、「自治体間の情報共有」「広域相
談を委託している自治体の消費者行政後退」等
が課題となっています。効果的な運営が進むよ
う検証し、県として、問題解決の支援をしてい
く必要があります。また、相談員配置がない市
町村が取り残されてしまうことが懸念されま
す。相談員配置がある自治体でも、相談日の日
数に差があります。地域格差が広がらないため
に、県内全体の状況をみて広域連携を調整する
等、県が役割を発揮して推進してください。

1 【記述済み】
第３章 ３施策の展開 基本方針３消費者被

害の防止と救済（１）「県と市町村の連携によ
る相談体制の充実」に記述しているとおり、ど
こに住んでいても質の高い支援・救済を受けら
れる相談体制を拡充するため、県と市町村相談
窓口等の連携強化と情報共有等を進めながら、
県として課題解決の支援をしていきます。
また、市町村の消費生活センターの設置等に

ついても市町村を支援していきます。
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7 P29
第３章
３施策の展開
基本方針３
（１）キ、シ

・広域連携の相談窓口設置においては自治体間
の緊密な連携が不可欠であり、自治体職員の役
割が大変重要です。また相談員配置のない自治
体職員の役割も重要です。これらの課題に対応
した職員研修の実施が必要です。

1 【記述済み】
第３章 ３施策の展開 基本方針３消費者被

害の防止と救済（１）「県と市町村の連携によ
る相談体制の充実」に記述しているとおり、市
町村の消費者行政担当職員への研修や窓口対応
への県民生活センターのサポートを実施してい
きます。

8 P29
第３章
３施策の展開
基本方針３
（１）、（２）

・県民生活センターは、豊富な相談事例の蓄積
があり、より専門的な知識が必要とされる事案
解決などを担う役割があります。市町村の消費
生活センター及び相談窓口は、住民に身近な相
談窓口、消費者啓発の場、および地域の見守り
ネットワークの一員としての役割があります。
それぞれの役割を発揮する体制強化を望みま
す。

1 【記述済み】
第３章 ３施策の展開 基本方針３消費者被

害の防止と救済（１）「県と市町村の連携によ
る相談体制の充実」に記述しているとおり、県
と市町村がそれぞれの役割を果たしながら連携
を強化し、相談体制を充実を図ります。また、
基本方針３（２）「見守り体制の構築及び見守
り活動の促進」に記述しているとおり、県と市
町村の役割が十分に発揮できるよう活動の啓発
や情報提供等を行います。

9 P29
第３章
３施策の展開
基本方針３
（１）

・消費生活相談員の受ける相談は消費者行政の
要となります。現在の窓口配備が整備されてい
るとはいえ、市町村では相談員確保に苦慮して
いる現状があります。相談員一人体制の自治体
は、増員が必要となる可能性もあり、更なる人
材育成が必要です。相談対応の円滑化、相談処
理のレベルアップ、研修・出前講座への対応等
のため、専任相談員の週５日終日配置と相談員
の複数体制を整えて下さい。相談業務、あっせ
ん業務は数日に渡って処理する場合も多くあり
ます。また研修や出前講座も非常に重要です。
複数体制でなければ実現できません。
そのためには処遇改善も重要です。２０２０年
度から、会計年度任用職員制度が始まり、消費
生活相談員はほとんどがこの雇用制度ですが、
専門性が求められる相談員にはそぐわない雇用
と思われます。消費生活相談員の専門職として
の雇用制度の整備と、今後の人材育成を進めて
ください。

1 【その他】
第３章 ３施策の展開 基本方針３消費者被害の
防止と救済（１）「県と市町村の連携による相談体制
の充実」に記述しているとおり、市町村の消費者行
政担当職員への研修や窓口対応への県民生活セン
ターのサポート等を実施し、市町村の相談窓口の体
制を支援していきます。また、相談員の雇用と処遇
については、庁内の人事・組織管理において適切に
対応していくとともに、市町村へ働きかけていきま
す。

10 P30
第３章
３施策の展開
基本方針３
（２）

・「第１次山梨県消費者基本計画」では、地域
での見守りネットワークの構築を支援するため
に、市町村における消費者安全確保地域協議会
設置・運営の支援をするとして、設置目標は１
００％となっていますが、設置済み自治体は約
半数に留まっています。設置無しの自治体の多
くは既存の見守りネットワークの活用を予定す
るところもあるようです。既存のネットワーク
活用が可能なのか、またそのことで本来の協議
会の目的が達成できるのか、明確にして推進す
るべきです。市町村単独で設置が困難な場合
は、相談窓口での広域連携と同様な活用も一つ
の方法と考えられます。協議会設置や積極的な
運用などについて、県の働きかけを進めてくだ
さい。
地域包括支援センターや社会福祉協議会などの
既存の組織との連携を図るためにも、地域での
理解を進める事が必要です。

1 【記述済み】
第３章 ３施策の展開 基本方針３消費者被

害の防止と救済（２）「見守り体制の構築及び
見守り活動の促進」に記述しているとおり、市
町村における消費者安全確保地域協議会の設
置・運営を引き続き支援していきます。また、
関係機関への啓発も行っていきます。
消費者安全確保地域協議会については、消費

者庁もH31.4月「消費者安全確保地域協議会設置
の手引き」に記すとおり、既存のネットワーク
の活用を可能としており、市町村への周知と設
置の促進を進めます。
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11 P30
第３章
３施策の展開
基本方針３
（２）

地域での活動の核となる消費生活協力員の活用
が重要になります。消費生活協力員が地域の
「見守りネットワーク」や「消費者安全確保地
域協議会」の中でどのような役割を担うのか明
確にして、具体的な活動について指導・支援を
して下さい。また、消費生活協力員が新たな仕
組みの中で地域における役割が発揮できるよう
に、各市町村との連携を強化してください。

1 【その他】
「消費生活協力員委嘱要領」を定め具体的な

役割を明確にするとともに、活動の連携につい
て市町村に働きかけを行います。
また、研修の実施や随時、消費生活に関する

情報を提供することにより、消費生活協力員の
具体的な活動を支援していきます。

12 P31
第３章
３施策の展開
基本方針３
（４）

・消費者団体等との連携を図る上でも、この基
本計画について消費者団体等と定期的に意見交
換ができるようにして下さい。

1 【記述済み】
第３章 ３.施策の展開 基本方針３「消費者被害の
防止と救済」 （４）「県内団体との連携と紛争処理」
に記述しているとおり、消費者団体等との意見交換
や情報提供を行っていきます。

13 P31
第３章
３施策の展開
基本方針３
（４）ウ

・適格消費者団体を目指す団体に対し、活動及
び財政的支援を進めてください。

1 【記述済み】
第３章 ３.施策の展開 基本方針３「消費者被害の
防止と救済」 （４）「県内団体との連携と紛争処理」
に記述しているとおり、適格消費者団体との連携を
行っていきます。
また、適格消費者団体を目指す団体に対しても情
報提供や意見交換などを行い活動を支援していきま
す。

14 P34
第３章
３施策の展開
基本方針４
（１）カ、キ、
ク

・消費者教育の人材の育成を進めるべきです。
消費者教育コーディネーターの役割が重要にな
り、各部署との連携を作る役割も必要です。
コーディネーター育成を進めてください。

1 【記述済み】
第３章 ３.施策の展開 基本方針４「消費者教育の
充実」 （１）「ライフステージや、学校や地域など場
の特性に応じた体系的な消費者養育の推進」に記
述しているとおり、消費者教育の担い手を育成して
いきます。
また、県では消費者教育コーディネーターを県民
生活センターに配置しており、国民生活センターで
の研修受講により、育成を進めています。

15 P36
第３章
３施策の展開
基本方針４
（１）カ

・消費者教育においても、消費生活協力員が地
域で果たす役割は重要です。県は、年間スケ
ジュールや活動の場の提案など、地域で活動す
るため各市町村の行政職員との連携を作り、消
費者教育事業等への協力員の参画を積極的に進
めるべきです。研修等も含めた具体的な活動の
指導・支援をして下さい。

1 【その他】
「消費生活協力員委嘱要領」を定め具体的な

役割を明確にするとともに、活動の連携につい
て市町村に働きかけを行います。また、研修の
実施や随時、消費生活に関する情報を提供する
ことにより、消費生活協力員の具体的な活動を
支援していきます。

16 P36
第３章
３施策の展開
基本方針４
（３）

・「自立した消費者」を目指す消費者教育は、
ともすれば「消費生活は自己責任」と捉えられ
る恐れがあります。被害を受けた人や弱者へ手
を差し伸べるのが消費者市民社会であることを
基本とした消費者教育とすべきです。

1 【記述済み】
第３章 ３施策の展開 基本方針４「消費者

教育の充実」に記述しているとおり、「自立し
た消費者」を育成し、さらに、自身の消費生活
に関する行動が、現在及び将来の生活にわたっ
て内外の社会経済情勢や地球環境にまで影響を
及ぼすことを自覚し、公正で持続可能な社会の
形成に積極的に参画できるような消費者を育成
する消費者教育を推進します。

17 P44
第4章　３数値
目標
No2,No5

・数値目標が「人口カバー率」となっていま
す。目標達成の市町村数・地域が把握できない
のは分りづらいと考えます。

1 【反映困難】
国の目標を参考に、広域連携による設置等を促進
するために県全体の人口カバー率としました。意見
の反映は困難ですが、目標を上回るよう市町村へ働
きかけていきます。
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18 P44
第4章　３数値
目標
No6

・高校における「社会への扉」等を活用した消
費者教育の実施率は、現状が５５％で、Ｒ７年
度目標が１００％となっています。成年年齢引
き下げはＲ４年４月から施行されますので、Ｒ
３年度から１００％実施を目標にするべきで
す。

1 【その他】
早期に目標を上回るよう高校および特別支援学校
へ働きかけていきます。

19 その他 ・意見募集の期間をもっと長くしてください。
また、多くの県民が意見募集を知る仕組みを
作ってください。「基本計画」策定後も、消費
者・消費者団体等の見直し意見も考慮すべきで
あると考えます。当協議会としても、社会の情
勢に合わせ「基本計画」の推進に協力するとと
もに問題提起を行っていきたいと考えます。

1 【その他】
意見の募集期間については、県民意見提出制

度実施要綱に基づき、県民等が意見を提出する
ために必要とする期間と県政運営に対する迅速
性を考慮して決定しています。

20 P29
第３章
３施策の展開
基本方針３
（１）

市町村の人口に関わらず、身近な地域で気軽に
相談ができるしくみづくりが重要と考えます。
広域相談体制などの工夫も含め、すべての市町
村で消費生活センター（週４日以上）が設置さ
れるよう推進して下さい。

1 【記述済み】
第３章 ３施策の展開 基本方針３消費者被

害の防止と救済 （１）「県と市町村の連携に
よる相談体制の充実」に記述しているとおり、
市町村の消費生活センター設置を支援していき
ます。

21 P29
第３章
３施策の展開
基本方針３
（１）

消費者の相談や問い合わせに、的確な助言がで
きる消費生活相談員の確保・増員が必要です。
事例検討会やレベルアップ研修などの充実は必
須ですが、消費生活相談員が継続して地域での
役割が果たせるよう、雇用・処遇改善は欠かせ
ない課題です。基本計画に追記して下さい。

1 【その他】
相談員の雇用と処遇については、庁内の人事・組
織管理において適切に対応していくとともに、市町村
へ働きかけていきます。

22 P31
第３章
３施策の展開
基本方針３
（４）ウ

消費者に代わって差止請求権を行使できる適格
消費者団体への果たす役割は重要と考えます。
適格消費者団体を目指している団体への活動支
援や運営・財政支援を実施してください。

1 【記述済み】
第３章消費者施策の基本方針と展開 ３.施策の展
開 基本方針３「消費者被害の防止と救済」（４）「県
内団体との連携と紛争処理」に記述しているとおり、
適格消費者団体との連携を行っていきます。
また、適格消費者団体を目指す団体に対しても情
報提供や意見交換などを行い、活動を支援していき
ます。

23 P31
第３章
３施策の展開
基本方針４
（５）

令和２年６月に実施した県政モニターアンケー
トのエシカル消費の認知度は「内容を含めて
知っている」1.9％、「知らない」80.1％と極
めて低い状況にあります。施策に掲げた活動を
通じて、人や環境・社会・地域に配慮したエシ
カル消費（倫理的消費）の普及啓発を推進して
下さい。

1 【記述済み】
第３章 ２重点施策に、重点施策４「エシカ

ル消費（倫理的消費）の促進」を掲げ、第３章
３施策の展開 基本方針４「消費者教育の充
実」（５）エシカル消費（倫理的消費）の普及
啓発及び事業者との連携に記述しているとお
り、人や環境・社会・地域に配慮した消費のＰ
Ｒ活動を通じて普及啓発を図ります。

24 P1
第１章
１計画策定の趣
旨

「どこに住んでいても質の高い支援・救済が受
けられ、安全・安心が確保される体制整備」は
全くその通りです。上記を実現するためには、
全市町村に消費生活相談センター窓口が設置さ
れ、その基準である週４日以上の開設、有資格
者の相談員の配置が必要です。現状これらの条
件を満たしている市町村は多くありません。広
域での相談窓口の設置も１つの対策と思います
ので、できるだけ早い時期（１～２年後）に消
費生活相談センター設置が必要です。

1 【記述済み】
第３章 ３施策の展開 基本方針３消費者被

害の防止と救済 （１）「県と市町村の連携に
よる相談体制の充実」に記述しているとおり、
市町村の消費生活センター設置を支援していき
ます。



№ 箇所 意見の内容（概要） 意見数 意見に対する県の考え方（対応方針）

「第２次山梨県消費者基本計画」（素案）

県民意見提出制度による提出意見とそれに対する県の考え方

25 P22
第３章
２重点施策

現計画では２１ページにあるように各施策の具
体的な内容とその目標値がわかりやすく示され
ていました。この目標値の達成状況が相談体制
の充実と連携の強化を具体的に示していまし
た。こうした分かりやすい目標値は継続して
行って下さい。
特に、人口５万人以上の市と５万人未満の市町
村については目標値そのものが違い、計画策定
の趣旨と違いがあります。
この違いをなくすことが、「どこに住んでいて
も質の高い支援・救援が受けられ、安全・安心
が確保される体制整備」という趣旨を満たすこ
とになると思います。
このことは、一方で、高齢者割合が高い市町村
において、消費者被害未然防止につながる有効
な施策になることを踏まえ、再度ご検討いただ
きますようお願いいたします。

1 【その他】
現計画において、すべての市町村において消

費生活相談窓口が設置され、どこに住んでいて
も相談が受けられる体制は整いました。
第２次計画では新たに、専門の相談員を週４日
以上配置する消費生活センター設置市町村の県
内人口カバー率９０％以上を目標に設定しまし
た。

26 P44
第4章　３数値
目標
No2

NO.2「消費生活センター設置市町村の県内人口
カバー率。現状61％を、90％以上」にすること
について。
・目標数値を、年度毎に市町村設置数および人
口カバー率の進捗を分かりやすく提示してくだ
さい。また、それぞれの年度毎の市町村目標値
を把握して提示して下さい。

1 【記述済み】
第４章 計画の推進 ２進行管理 に記述にあると
おり毎年度、数値目標の進捗状況等について検証
を行います。

27 P44
第4章　３数値
目標
No4

No.4「消費者行政職員の研修参加率。現状34％
を毎年度100％」にすることについて。
・目標値を年度毎に市町村別に把握して進捗状
況を提示して下さい。
現状の消費者行政担当職員は、いくつかの職務
を兼務していることが、現状の34％の要因の1
つになっているのではないでしょうか。この点
の解消がまず必要と思います。
また、次善の策として、弁護士会や司法書士会
に「通信教育またはウェブ会議」等を依頼し
て、必須の研修業務として「通信教育又はウェ
ブ会議」を開催し、一定要件を満たした場合、
修了証書等を発行することなどで、参加率向上
および業務量アップを図るような方法が必要と
考えます。是非、ご検討ください。

1 【記述済み】
第４章 計画の推進 ２進行管理 に記述にあると
おり毎年度、数値目標の進捗状況等について検証
を行います。
また、研修実施方法については、いただいたご意
見を参考に検討してまいります。

28 P44
第4章　３数値
目標
No4

NO.5「高齢者等の見守りネットワーク設置市町
村県内人口カバー率。現状53％を、100％」に
することについて。
・目標値を年度毎に市町村別に把握して進捗状
況を提示してください。高齢者の消費者被害未
然防止は全国的に大きな問題となっています
し、２次計画でも同様に位置付けられていま
す。キメ細かい数値目標と、その計画の推進方
法が求められています。数値目標および推進方
法も併せて提示してください。

1 【記述済み】
第４章 計画の推進 ２進行管理 に記述にあると
おり毎年度、数値目標の進捗状況等について検証
を行います。


